
本
市
の
職
員
体
制
は
、
昭
和
５０
年
代

の
急
激
な
人
口
増
に
よ
る
職
員
採
用
の

増
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
か
ら
の
職
員

採
用
の
抑
制
に
よ
り
年
齢
構
成
が
い
び

つ
で
あ
り
、
長
期
的
視
野
で
の
人
事
管

理
や
人
材
育
成
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

質
問
一

今
後
の
退
職
者
の
年
度
別
見

込
み
数
に
つ
い
て
。

二

新
規
職
員
の
今
後
の
採
用
計
画
は
。

三

少
人
数
で
も
効
率
的
な
職
務
執
行

に
関
す
る
研
修
に
つ
い
て
。

四

職
員
の
中
途
採
用
の
年
齢
制
限
引

き
上
げ
に
つ
い
て
。

五

職
員
の
全
体
数
と
年
齢
別
職
員
数

の
理
想
的
な
比
率
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）

平
成
２５
年
度
は
１７

人
、
以
下
２６
年
度
９
人
、
２７
年
度
１８
人
、

２８
年
度
７
人
、
２９
年
度
１０
人
、
３０
年
度

１６
人
の
見
込
み
で
あ
る
。

二

年
金
支
給
の
６５
歳
へ
の
引
上
げ
に

伴
う
定
年
退
職
者
の
再
任
用
も
考
慮
し
、

適
正
な
職
員
採
用
を
行
っ
て
い
く
。

三

職
務
を
通
じ
て
現
場
で
指
導
す
る

Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
中
心
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
や
、
政
策
形
成
能
力
な
ど
を
育

成
す
る
研
修
も
実
施
し
て
い
る
。

四

３０
歳
代
前
半
の
職
員
数
が
少
な
い

こ
と
か
ら
、
３２
歳
ま
で
年
齢
制
限
を
引

き
上
げ
て
い
る
。

五

現
状
で
は
、
各
年
齢
ご
と
に
お
お

む
ね
１０
人
の
職
員
が
い
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
考
え
、
適
正
な
年
齢
構
成
に
も

配
慮
し
て
職
員
採
用
を
行
っ
て
い
く
。

地
域
課
題
に
取
り
組
む
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
活
動
の
拠
点
と
し
て
も
期
待
さ
れ

る
公
民
館
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
。

質
問
一

社
会
教
育
法（
公
民
館
条
例
）

で
の
位
置
付
け
と
地
域
の
拠
点
と
し
て

の
位
置
付
け
に
つ
い
て
。

二

支
え
合
い
協
議
会
や
公
民
館
運
営

審
議
会
と
の
協
議
に
つ
い
て
。

三

市
民
の
意
識
と
受
け
入
れ
体
制
に

つ
い
て
。

四

藤
小
学
校
区
に
公
民
館
が
な
い
が
、

他
の
地
区
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）
（
仮
称
）地
域
ま
ち

づ
く
り
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
平
成
２７
年

４
月
の
ス
タ
ー
ト
を
目
指
す
。
公
民
館

機
能
を
大
き
な
柱
と
し
て
、
地
域
課
題

の
解
決
に
も
取
り
組
む
。

二

公
民
館
運
営
審
議
会
に
は
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
構
築
に
取
り
組

む
セ
ン
タ
ー
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
支

え
合
い
協
議
会
に
は
、
セ
ン
タ
ー
運
営

機
能
の
一
部
を
担
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

協
議
し
て
い
る
。

三

将
来
は
地
域
の
皆
さ
ん
に
セ
ン
タ

ー
業
務
を
担
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
自

治
会
な
ど
地
域
の
皆
さ
ん
と
十
分
な
意

見
交
換
を
行
う
。

四

現
有
施
設
の
活
用
や
新
た
な
施
設

の
整
備
も
選
択
肢
に
含
め
、
最
善
の
方

法
を
関
係
者
と
協
議
し
て
い
く
。

◎
そ
の
他
の
質
問

確
か
な
学
力
を
育

成
す
る
に
は

大橋公民館

適正な人事、定数管理に

努める

�橋 剣二 議員

鶴ヶ島市の人材育成に
ついて

公
民
館
の
自
主
運
営
に

つ
い
て

金
泉
婦
貴
子
議
員

鶴ヶ島市人材育成計画

地
域
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
化
を

す
る

つるがしま市議会だより第１６５号〔７〕


